
 

 

国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会における 

「 最 終 と り ま と め 」 に つ い て 
 

１ 「最終とりまとめ」の概要について 

（詳細 別紙「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会 最終とりまとめ」参照） 

国際コンテナ戦略港湾政策全体を深化させるとともに、取組みを加速していく

ための議論の場として、国土交通省が設置した｢国際コンテナ戦略港湾政策推進

委員会｣（座長：国土交通副大臣）において、平成 26 年 1 月 20 日に「最終とり

まとめ」が公表されました。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

経済・港湾委員会資料 

平成 26 年２月 17 日 

港 湾 局 

概ね５年以内：欧州基幹航路を週３便に増やすとともに、北米基幹航路のデイリー

寄港を維持・拡大する。また、現状で寄港が少ない航路の誘致も進

める。 

概ね 10 年以内：グローバルに展開する我が国立地企業のサプライチェーンマネジ

メントに資する多方面・多頻度の直航サービスを充実する。 

 

〈政策目標〉 

（１）国際コンテナ戦略港湾への「集貨」 

  ア 国際コンテナ戦略港湾への新たな集貨支援 

  イ 内航コンテナ船の競争力強化 

  ウ 鉄道・トラックによる国際海上コンテナ輸送の促進 

（２）国際コンテナ戦略港湾への産業集積による「創貨」 

  ア 戦略港湾背後用地への企業誘致に向けた支援措置の導入 

（３）国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」 

  ア 国際コンテナ戦略港湾のコスト低減 

   (ｱ) 施設を国が整備し、直接貸し付けることによる港湾コストの大幅削減 

  イ 国際コンテナ戦略港湾の利便性の向上 

      (ｱ) ゲート前渋滞の緩和 

   (ｲ) IT を活用した効率的・一体的な港湾物流システムの構築 

   (ｳ) コンテナターミナルゲートオープン時間の拡大 

  ウ コンテナ船の大型化、取扱貨物量の増大等への対応 

    (ｱ) 高規格コンテナターミナルの整備 

エ 戦略的な港湾運営 

  (ｱ) 統合する港湾運営会社の体制のあり方 

（港湾運営会社への国出資制度の創設） 

  (ｲ) 今後の広域的な港湾運営・管理のあり方 

 

〈個別施策について〉 



 

２ 港湾運営会社への国出資制度の創設 

  「競争力強化」の中の取組施策として統合する港湾運営会社の体制のあり方と

して港湾運営会社への国出資制度の創設が盛り込まれました。 

ア 国の考え（国出資の意義） 

   ・全国的見地から取り組むべき課題等に迅速かつ総合的に対応 

・港湾運営会社の財務基盤の強化 

・会社の信用力向上 

イ 本市の考え 

    国際コンテナ戦略港湾政策を国と一体となって早急かつ強力に進めるた

めには、国による相当の支援が不可欠であり、港湾運営会社に対する国の出

資は必要なことと考えています。 

３ 港湾法改正の動き 

  同委員会の「最終とりまとめ」を踏まえ、今通常国会において、国出資制度の

創設等に係る港湾法の改正を行う予定と聞いています。 

   

  ①国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資 

   ・国際戦略港湾の港湾運営会社に対して、政府の出資を可能とする。 

  ②無利子貸付制度の対象施設の拡充 

・無利子貸付制度の対象施設に、国際戦略港湾の埠頭近傍の流通加工機能を

伴う倉庫を追加する。 

  ③民有護岸等に対する無利子貸付制度の創設 

・航路沿いの民有護岸等の改良に対する無利子貸付制度を創設する。 

 

〈改正の概要〉 
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前書き 

 

国際コンテナ戦略港湾政策については、平成２２年８月に阪神港及び京浜港を

選定して以降、両港においてハード・ソフト一体となった施策を集中してきた。一

方、コンテナ船の更なる大型化や基幹航路の再編等、海運・港湾を取り巻く情勢

が変化するとともに、「日本再興戦略」等政府の決定において、国際コンテナ戦略

港湾政策の推進が盛り込まれたところである。 

このような状況を踏まえ、国際コンテナ戦略港湾政策全体を深化させるとともに、

取り組みを加速していくため、平成２５年７月、梶山弘志 前国土交通副大臣を座

長として｢国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会｣を設置し、委員会委員による意

見交換を行うとともに、特例港湾運営会社、港湾管理者、港湾関係者からのヒアリ

ングも行い、８月には「中間とりまとめ」を行った。 

「中間とりまとめ」以降の委員会では、国際コンテナ戦略港湾政策を強力に推進

するために全国的見地から取り組むことの重要性について再認識されるなど、さ

らに議論が深められたことから、「中間とりまとめ」に記載した項目の平成２６年度

予算政府案への反映状況も踏まえて、今般、「 終とりまとめ」として公表すること

とした。 

日々変化する国際物流の潮流の中で、我が国産業の国際競争力強化につな

がるよう、今般の「 終とりまとめ」に盛り込まれた項目を適切かつ着実に実施する

ことが我々の責務であり、国が前面に立って、関係者と一丸となって取り組んでい

きたい。 

 

 

国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会 

座長  国土交通副大臣  野上 浩太郎 
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１． 国際コンテナ戦略港湾政策のレビュー 

 

１－１．国際コンテナ戦略港湾政策の概要と取組状況 

 

国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大することにより、企業の立地環境

を向上させ、我が国経済の国際競争力を強化することを目的として、国際コンテ

ナ戦略港湾政策に取り組んできた。具体的には、平成２２年８月に、阪神港及び

京浜港を国際コンテナ戦略港湾として選定し、ハード・ソフト一体となった施策を

集中して実施してきた。 
 

１） 広域からの貨物集約の推進 

① 「国際コンテナ戦略港湾フィーダー機能強化事業」 

・ 釜山港など東アジア主要港で積替されている貨物を国際コンテナ戦略

港湾へのフィーダー輸送へ転換するための事業として、「国際コンテナ

戦略港湾フィーダー機能強化事業」を平成２３～２５年度で実施してい

る。 

・ 国際コンテナ戦略港湾へのフィーダー輸送を行う内航海運事業者、鉄

道事業者の事業立ち上げ時のリスクヘッジとして事業促進の一部を国

が支援しており、釜山港からのコンテナ貨物奪還の成果としては、平成

２３年度２．３万ＴＥＵ、平成２４年度５．９万ＴＥＵとなっている。 

② 国際フィーダー輸送強化支援施設 

・ 国際コンテナ戦略港湾と地方の港湾とを結ぶ国際フィーダー輸送を強

化するために必要な荷役機械整備を、八戸港、高松港、水島港におい

て支援している。 

③ 内航フィーダー輸送サービス 

・ 釜山港と我が国の地方の港湾との間のフィーダー輸送航路を運航する

韓国船社は、邦船の内航フィーダー船社に比べ、長距離航路を中心に

コンテナ船の大型化を進めている。 

・ 内航フィーダー輸送サービスの推進に資するため、外航フィーダーと

のコスト差の一部を占める船舶コストの低減に向け、内航海運業界にお

いては、国際コンテナ戦略港湾向け外貿コンテナのフィーダー輸送に
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供される船舶の建造に際し、暫定措置事業の特例措置を講じている。 

④ 集貨支援制度 

・ 釜山港においては、釜山港湾公社（ＢＰＡ）が中心となり、様々な積替・

集貨支援策を実施しており、その総額は年間４０億円以上にもなる。 

・ 一方、京浜港・阪神港では、それぞれの集貨支援策の総額は拡充され

てきてはいるものの、各々約１０億円程度に留まっている。 

⑤ 物流関連企業誘致への支援制度 

・ 釜山港では、新港北側背後地において、①用地価格（賃貸料）の低廉

化、②手厚い税制優遇策等により、流通加工系企業の誘致を進めてお

り、ロジスティクスハブ機能の面で、我が国港湾は釜山港に大きく遅れ

をとっている。 

⑥ 地方港における外航航路へのインセンティブ 

・ 地方の港湾において、港湾管理者や振興会等により、外航航路を対象

としたインセンティブ制度が設けられている。 

・ これに対し、平成２５年６月には、国土交通省港湾局長名で、国際コン

テナ戦略港湾への集貨を担う内航フィーダー航路・貨物に対しても同

等以上のインセンティブ措置を講じるよう、港湾管理者へ協力要請文書

を発出した。 
 

２） 荷主サービスの向上（ゲートオープン時間拡大） 

① 港湾の利用時間 

・ 我が国港湾では、平成１３年の港運労使間の合意により、荷役作業は２

４時間化が実現しているが、ターミナルゲートのオープン時間について

は、概ね８：３０から１６：３０までとなっており、事前予約があれば２０：００

まで延長可能となっている。 

② ゲートオープン時間拡大・２４時間化のためのモデル事業 

・ 荷主へのサービス向上の観点から、コンテナターミナルのゲートオープ

ン時間を２０：００まで延長する事業を全国の 6 港２６ターミナルにおいて

平成２１～２３年度で実施し、事業期間終了後も、全国の５港１３ターミナ

ル（国際戦略港湾のうち３港８ターミナル）において継続実施中である。 

・ また、神戸港においては、共同デポを活用したコンテナターミナルゲー
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トオープン２４時間化も、平成２３年度に実施した。 

・ なお、東京港では、東京都及び東京港埠頭（株）の取り組みとして、ゲ

ートオープン時間を早朝７：３０からに拡大する事業が実施されている。 
 

３） 荷主サービスの向上（情報化・渋滞対策等） 

① Colins、NEAL-NET の取り組み 

・ Colins（コンテナ物流情報サービス）は、コンテナ物流業務の効率化を

目的として、国土交通省が開発・運営しているシステムで、平成２２年４

月の運営開始以降、トラック業、海貨業、荷主等のユーザーによる利用

状況は、登録 ID 数が約４，４００、アクセス数が約２０，０００件／日となっ

ている。 

・ また、日本、中国、韓国との間で、コンテナに係る物流情報の共有を推

進する「北東アジア物流情報サービスネットワーク（NEAL－NET）」につ

いては、平成２５年３月末までにコンテナ船の離着岸日時の情報の３国

間での接続試験を実施している。 

② コンテナ搬出入予約制 

・ 渋滞緩和のための一方策として、コンテナ搬出入の繁閑を平準化する

とともに、限られたコンテナヤードスペースにおける作業の効率化を図

るため、コンテナ搬出入情報の事前登録による予約制の導入を検討中

である。 

・ 平成２５年７月に、横浜港において、予約制の導入に向けたプレ実証実

験を実施したところである。 

③ 世界におけるコンテナターミナルの自働化の動き 

・ 欧州では、１９９０年代以降、荷役の迅速化、土地利用の効率化及び少

子高齢化による将来の労働力不足対策のため、ＡＧＶ（Automated Guided 

Vehicle）の導入等コンテナターミナルの自働化が進められ、現在、ハンブ

ルク、ロッテルダム、アントワープ等の主力ターミナルが自働化されてい

る。 

・ アジアでは、シンガポール、釜山等のコンテナターミナルが自働化され、

我が国でも名古屋港飛島埠頭南側コンテナターミナルが自働化されて

いる。 
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４） コンテナ船の大型化の進展への対応 

○ 国際コンテナ戦略港湾におけるコンテナターミナルの整備状況 

・ 我が国では、平成２３年度以降、国際コンテナ戦略港湾への集中的投

資を年々強力に進めてきており、平成２５年度予算では、その２２．６％

を国際コンテナ戦略港湾に充当している。 

・ この結果、供用（暫定含む）している水深１６ｍ以上を有する大水深コン

テナターミナルは阪神港で５バース、京浜港で３バースとなったものの、

釜山港は２１バース、上海港は１６バース、シンガポール港は２３バース

という状況であり、我が国の整備状況は諸外国に比べ大きく遅れてい

る。 
 

５） 「民」の視点での戦略的港湾運営の実現 

① 特例港湾運営会社の指定状況 

・ 港湾運営会社制度に基づき、国際コンテナ戦略港湾に関しては、平成

２４年１０月に神戸港及び大阪港、同年１２月に横浜港、平成２６年１月

に東京港及び川崎港において、それぞれ特例港湾運営会社を指定し

ており、各港において効率的な港湾運営に向けた取り組みが開始され

ている。 

② 特例港湾運営会社の経営統合に向けた取り組み 

・ 今後、平成２７年度までに、特例港湾運営会社の経営統合により湾単

位での一体運営を行うことを目指し、京浜港、阪神港のそれぞれにお

いて、具体的な取り組みが進められていくこととなる。 
 

６） ターミナルコストの低減 

○ 国から特例港湾運営会社への行政財産の貸付 

・ 国際コンテナ戦略港湾のコンテナターミナルについては、岸壁及びこ

れに関連する荷さばき地を国が整備し、これを港湾管理者を経由する

ことなく直接港湾運営会社に貸し付けることにより、低廉な貸付料を実

現することとしている。現在、神戸港、大阪港及び横浜港において、国

から特例港湾運営会社への行政財産の直接貸付が開始されている。 
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１－２．港湾、海運を取り巻く状況と変化 

 

１） 取扱貨物の動向 

① 我が国の港湾におけるコンテナ取扱個数は、我が国のＧＤＰの伸び以

上に増加しているが、アジア諸港においては、それ以上の勢いでコン

テナ取扱個数が増加している。 

② 我が国発着のコンテナを方面別にみると、輸出では６割以上、輸入で

は７割以上の貨物がアジア向けとなっており、更にアジア向けのうち、

輸出では２６％、輸入では４６％の貨物が中国向けとなっている。また輸

出の２０％、輸入の１１％が北米向け、輸出の１２％、輸入の１０％がＥＵ

向けとなっており、それぞれ一定程度の割合を維持している（貿易額ベ

ース）。 

③ 品目毎に見ると、日本からの輸出では、全ての方面で自動車部品が１

位となっており、日本への輸入では、アジアからの電子部品や、北米か

らの豚肉が１位となっている（貿易額ベース）。 

④ 輸出入貨物の比較では、貨物量では輸出が輸入を下回るものの、重量

当たり単価では輸出が輸入を上回っている。これは、日本の製造業が

高付加価値のものを生産・輸出していることによると推測される。 

⑤ また、輸出入貨物の発着地と利用する港湾との距離を比べた場合、輸

出が輸入の場合の約１．５倍となっており、輸出の場合、荷主等が我が

国港湾利用の定時性や取扱の信頼性といった物流の品質を重視し、

寄港より遠くても、拠点的な港湾を利用することによるものと推測され

る。 

 

２） コンテナ船の大型化 

① 海運の世界では、コンテナ船の大型化が進展し、世界的には１８，０００

ＴＥＵ級のものも登場している。邦船三社においても１４，０００ＴＥＵ級を

投入している。 

② コンテナ船の大型化について、一定の仮定に基づく将来推計を行うと、

カスケード現象も相俟って、２０１６年には欧州航路の７６％、北米航路
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の３３％が、８，０００ＴＥＵ級以上のコンテナ船となる見込みである。 

 

３） コンテナ航路数 

① 我が国に寄港するコンテナ航路数は年々減少しており、欧州航路につ

いては、Ｇ６アライアンス（Ｈａｐａｇ－Ｌｌｏｙｄ，ＯＯＣＬ，ＮＹＫからなる「Ｇｒａｎｄ Ａｌｌｉａｎｃｅ」と 

ＡＰＬ，Ｈｙｕｎｄａｉ，ＭＯＬからなる「Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｗｏｒｌｄ Ａｌｌｉａｎｃｅ」が結成したアライアンス）とマー

スクの２便／週にまで寄港が減少している。（２０１３年時点） 

② これにはＧ６アライアンスによる欧州航路の日本寄港航路の集約が大き

く影響したところである。また、２０１４年４月からはＰ３ネットワーク（マースク，

ＭＳＣ，ＣＭＡ－ＣＧＭが結成したアライアンス）のサービス開始が、同年４月～６月か

らはＧ６アライアンスの北米西岸航路への展開が予定されており、我が

国への寄港がどのように変化するか、注視が必要である。 

③ また、釜山港へのフィーダーネットワークを運航している邦船社も存在

するなど、我が国を取り巻くコンテナ航路の状況は厳しい。 

④ 北米航路においては、我が国に寄港する西航と東航の寄港数がかつ

ては同数であったものの、東航については減少傾向であり、京浜港以

外ではデイリー寄港の確保が厳しい状況である。 

⑤ 一方、西航のアジア側ファーストポートは、日本である割合が高く（全て

のアジア-北米航路のうち３３％）、特に我が国に寄港する航路のほとん

どが日本をファーストポートとしている。 

⑥ 北米航路及び南米航路といった太平洋を横断する航路については、

我が国にファーストポート、ラストポートとしての地理的優位性がある。 

⑦ 欧州航路のアジアにおける寄港地は、貨物量の多い中国（全てのアジ

ア-欧州航路のうち１００％）とルート上にある東南アジア（同９２％）が多

い一方で、日本（同１３％）、韓国（同２５％）は少ない。  

⑧ 欧州航路においては、アジア側の寄港地のみならず、欧州側の寄港地

においても多様化が進んでおり、同じアライアンスの中でもループ毎に

寄港地が大きく異なる。 

⑨ アフリカ、南米、中東・インド航路における取扱貨物量は、将来的には

大きく増加していくことが予想されるが、現在は北米・欧州航路に比べ
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て少ない。 

 

４） トランシップ率の動向 

① 我が国発着のコンテナ貨物が諸外国へまたは諸外国から輸送される際

に、東アジア主要港で積み替えられて輸送される貨物の率(トランシッ

プ率)は９．７％。その他の港でのトランシップ率を含めると１８．０％にま

で増えている（平成２０年度）。 

② 平成２５年度データは年度末まで明らかとならないが、ＢＰＡデータによ

ると、平成２１年度から平成２４年度にかけ、我が国を発着し釜山港を利

用する貨物のうち、釜山港でトランシップされる率は、ほぼ横這いとなっ

ている。 

③ 我が国には、欧州、北米以外にも、アフリカ、南米、中東・インドとの間

のコンテナ貨物が一定量存在するが、これらの多くは、釜山港等の東

アジア主要港でトランシップされており、欧州、北米とのコンテナ貨物と

比較して海外トランシップされる割合は同等もしくはそれ以上となって

いる。これは、釜山港等の東アジア主要港に比して、アフリカ航路、南

米航路、中東・インド航路の日本への寄港を取り込めていないことによ

ると推測される。 
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２． 国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速に向けて 

 

２－１．政策の深化と加速に向けた基本的な取組姿勢 

 

国際コンテナ戦略港湾政策は、「民の視点」による効率的な港湾運営の実

現を目指し、民間人経営者の登用や民間資本の活用等の取り組みを行って

きた。なかでも、阪神港及び京浜港の特例港湾運営会社においては、民間

企業におけるトップマネジメントとしての企業経営の経験が豊かな人材を経営

トップに登用することで、戦略的な集貨活動やポートセールスが展開されつ

つある。 

 

他方、平成２２年８月の国際コンテナ戦略港湾選定以降、欧州航路アライ

アンスの再編（Ｇ６アライアンス）やメガキャリアによる新たなアライアンスの出

現（Ｐ３ネットワーク）、さらにはトリプルＥ(１８，０００ＴＥＵ級)に代表される超巨

大コンテナ船の就航により、基幹航路の寄港地絞り込みや貨物の囲い込み

等、我が国の海運・港湾を取り巻く状況は猛烈なスピードで変化し、そして厳

しさを増している。 

 

こうした中、我が国への基幹航路の寄港状況を見ると、欧州航路が週２便

にまで減少するとともに、北米航路も製造業の輸出を支える東航の減少が著

しい状況にある。今後、仮にデイリー寄港が脅かされるまで減少した場合、我

が国産業にとっては大変厳しい状況となるとの指摘もある。邦船社は日本が

母港なので政策的に日本寄港を考慮するものの、外船社も含めて寄港を引

き続き維持していくためには貨物量の確保が急務である。 

また、我が国発着コンテナ貨物の東アジア主要港におけるトランシップ率

についても、現時点で得られるデータに基づく分析では、大きな改善は見ら

れないようである。 

 

我が国に立地している産業にとって、国際物流に係るコストとリードタイム

を 小化することは大きな命題である。仮に我が国立地企業の物流が、釜山



 

9 

 

港等東アジア主要港での積み替えを経ることが常態化すると、積み替え港が

自国貨物を優先することによる我が国貨物の積み残しリスクが生じる。このた

め、低廉なコストを維持しうる基幹航路本船の直接寄港を確保し、更に増や

すこと、リードタイム短縮の観点からデイリー寄港を維持・拡大することは、国

内に生産拠点を有し製品を海外に輸出する製造業を支えるために極めて重

要であるとともに、我が国産業全体の国際競争力強化の観点から不可欠であ

り、国際コンテナ戦略港湾政策の着実な遂行により実現する必要がある。 

 

国家５０年の計とも言われる国際コンテナ戦略港湾政策においては、１０

年程度の長期的なグランドデザインを描くとともに、具体的な目標を設定した

上で、施策の実施の過程でチェックポイントを設けて、進捗状況を確認し、情

勢の変化に応じて補正していく必要がある。また、施策への取り組みに当た

っては、スピード感を持つことが重要であり、グローバルな港湾間競争の中、

競争相手より遅れていることを認識しつつ、「できることを 大限やる」というこ

とではなく、「やらなければならないことをすぐにやる」という姿勢で臨むことが

求められる。加えて、目標達成に向け、国、港湾管理者、港湾運営会社が同

じ方向を向き、連携・協力して一丸となって、オールジャパンで戦略的に取り

組んでいくことが必要である。 

 

このうち、国際コンテナ戦略港湾政策の実施主体である港湾運営会社に

ついては、経営統合により機動力を発揮して政策の実現に当たることを国民

から期待されており、少なくとも国際コンテナ戦略港湾選定時に計画したこと

は計画通りに取り組む必要がある。特に、港湾運営会社の経営統合につい

ては不変の政策として、一刻も早く実現する必要がある。また、国、港湾管理

者、民間事業者が協働するとともに、全国的見地から取り組むべき課題に対

し国家的政策として強力に対応していく体制を構築する必要がある。 
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２－２．政策目標 

○概ね５年以内 

国際コンテナ戦略港湾に寄港する欧州基幹航路を週３便に増やすとともに、北

米基幹航路のデイリー寄港を維持・拡大する。また、アフリカ、南米、中東・インドと

いった、現状で我が国への寄港が少ない航路の誘致も進める。 

 

○概ね１０年以内 

国際コンテナ戦略港湾において、グローバルに展開する我が国立地企業のサ

プライチェーンマネジメントに資する多方面・多頻度の直航サービスを充実する。 

 

２－３．個別施策 

 

１） 国際コンテナ戦略港湾への「集貨」 

２） 国際コンテナ戦略港湾への産業集積による「創貨」 

３） 国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」 

 

１） 国際コンテナ戦略港湾への「集貨」 

基幹航路の寄港地決定においては、揚げ積みされるコンテナ貨物量が重

要である。 

釜山港湾公社（ＢＰＡ：国１００％出資）が、年間約４０億円以上もの積替・集

貨支援事業を実施している中、国際コンテナ戦略港湾への集貨についても、

これまでのような立ち上がり時支援に留まらない強力な支援施策が必要であ

る。また、より広範で多様な集貨活動を展開する観点からは、従来のような内

航事業者のみを対象とした支援ではなく、外航船社、荷主等多様な主体に対

する柔軟かつ効率的な支援を行うことも必要である。 

加えて、釜山港フィーダー船に対するコスト競争力を強化し、内陸を含む

より広域からの集貨を推進するため、内航海運、鉄道、トラックによる集貨ネッ

トワークの強化が求められる中、国際フィーダー航路に対する施策に加え、

鉄道・トラックの活用を促進する施策も必要である。 
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＜取組施策＞  

① 国際コンテナ戦略港湾への新たな集貨支援 

・ 統合した港湾運営会社に対する新たな集貨支援制度の創設により、内

航・外航船社や荷主等を対象として抜本的かつ強力な集貨を促進す

る。 

・ 釜山港等へのフィーダー支援を行う地方港に対する対策として、地方

における荷主の利便性が確保できるように他の集貨施策を実施しつつ、

国際フィーダー航路に対しても外航航路と同等以上のインセンティブ

措置を講じるとともに、釜山港においてトランシップされる貨物へのイン

センティブ措置を廃止するよう、地方の港湾管理者に対して個別要請を

行う。 

・ コンテナターミナル着岸における内航コンテナ船への不利な運用を改

善するため、港湾計画に係るガイドラインを改訂し、港湾計画上の取扱

として「外内貿コンテナ埠頭計画」を導入する。 

② 内航コンテナ船の競争力強化 

・ コンテナ貨物の積替機能向上を図るため、内貿集貨貨物を扱うターミ

ナルの集約化や外貿ターミナルへの効率的な積替輸送等の実現に向

け、外内貿連続バースの一体的運営に向けた実証事業を実施する。 

・ 新技術導入動向を踏まえた内航船定員規制の緩和措置について、関

係者間の理解醸成を前提に検討する。 

・ コンテナ輸送における国際貨物・国内貨物の特殊車両通行許可基準・

申請手続の統一については、軸重増加による道路構造物への疲労増

大の影響の分析結果等を踏まえ、事業者・事業者団体を交えた検討を

進める。 

③ 鉄道・トラックによる国際海上コンテナ輸送の促進 

・ 鉄道を活用した輸出入コンテナの長距離輸送促進のため、背高コンテ

ナの輸送需要及び通行支障トンネルの解決方策、貨物鉄道の利便性

向上施策等について検討する。具体的には、物流のＣＯ２削減ポテン

シャルに関する調査(グリーン物流調査)の一環として、輸出入コンテナ

貨物の鉄道輸送の促進に向けた課題や対応策を検討する。 



 

12 

 

・ 国際海上コンテナ積載可能な新型貨車や高性能機関車の導入に対す

る支援を行う。具体的には、ＪＲ貨物が取得した新型貨車や高性能機関

車に対する固定資産税特例措置について延長（２年間）する。 

・ ターミナル混雑の改善を図るとともに、輸送の安全性を確保するため、

関係者間における「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイド

ライン」等に基づく取り組みの徹底を図るなど、陸上における海上コンテ

ナ輸送事業の環境整備方策について取り組みを進める。 

 

２） 国際コンテナ戦略港湾への産業集積による「創貨」 

釜山新港では、用地価格（賃貸料）の低廉化、手厚い税制優遇策等により、

流通加工系企業の誘致を進めており、我が国の主要な物流企業や倉庫等も

進出している。 

こうした状況を看過すると、国際コンテナ戦略港湾を発着する貨物量その

ものを減少させ、それが国際コンテナ戦略港湾の競争力を低下させることに

つながる。 

このため、国際コンテナ戦略港湾においても、背後における貨物の創出

（創貨）を強力に進めるため、我が国の強みを活かした先端産業や製造業を

中心とする輸出産業はもとより、輸入増大にも対応した流通加工系企業の臨

海部への誘致を図り、我が国のロジスティクスハブ機能を強化する必要がある。

なお、創貨については、港湾政策としてのみならず、日本全体の成長戦略、

産業政策の中で考えていくべき課題と捉え、政府全体での取り組みが求めら

れる。 

 

＜取組施策＞ 

○ 戦略港湾背後用地への企業誘致に向けた支援措置の導入 

・ 民間事業者等が行う国際コンテナ戦略港湾背後に立地する保管施設

の建設・改良への無利子貸付制度の創設により、流通加工系企業等の

国際コンテナ戦略港湾背後への誘致を促進する。また、特区制度等を

活用した支援措置の強化を行うことも検討する。 
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３） 国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」 

３－１）国際コンテナ戦略港湾のコスト低減 

外航船舶がトランシップ港湾を選択する際には、港湾コストが重要な

要素であり、荷主が船社を選定する際に考慮するリードタイムもコストに

関わる重要な要素となっている。このため、その効果を 終利用者が受

益できるように留意しつつ、港湾コストの低減に向けた総合的施策を講じ

ることが必要である。 

 

＜取組施策＞ 

○ 国際コンテナ戦略港湾のコスト低減 

・ 大水深コンテナターミナルを国が整備し、港湾運営会社に直接貸し付

けることにより、港湾コストを大幅に削減する。 

 

３－２）国際コンテナ戦略港湾の利便性の向上 

東京港の渋滞の深刻化に伴い、コンテナターミナル近隣のドレージ

業者の廃業が加速しており、ドレージ料金ひいては国内輸送コストが上

昇しているとの指摘もある。 

また、日本のコンテナターミナルでは、ターミナルオペレーションシス

テムをターミナル借受者それぞれが開発しており、相互の互換性が十分

でないため、バースウィンドウ、荷役機械等の効率的、機動的な運用がし

にくい状態であること、コンテナ管理にあたりシステム間での情報共有が

できないことなど、利便性の観点での課題も見られる。 

さらに、製造業の生産・出荷の柔軟化・効率化の観点から、コンテナタ

ーミナルゲートオープン時間の拡大に対する要請が強い。 

 

＜取組施策＞ 

① ゲート前渋滞の緩和 

・ 実入コンテナと空コンテナの処理を分離・効率化するため、コンテナタ

ーミナル近傍に空コンテナ蔵置場を確保するべく、関係者調整等を行

う。 
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・ コンテナターミナルの供用や、それをきっかけとしたターミナル再編、コ

ンテナヤードの拡張等により、コンテナ蔵置容量を拡大する。 

・ コンテナ搬出入情報の事前登録による予約制の導入に向け、実証実験

を行うとともに、予約システムを構築する。 

② ＩＴを活用した効率的・一体的な港湾物流システムの構築 

・ 国際コンテナ戦略港湾におけるターミナルの一体運営に向けた環境整

備を図るため、各ターミナルのオペレーションシステム（ＴＯＳ）を相互連

携しコンテナ情報を共有する「ターミナルオペレーション連携システム」

の構築に向け、外内貿連続バースの一体的運営のための情報共有に

関する調査検討を行う。 

・ システム運営の効率化及び利用者の利便性の向上を図るため、貿易に

係るあらゆる手続き処理機能（NACCS）とコンテナ物流情報提供機能

（Colins）を統合した「総合的物流情報プラットフォーム」を構築する。 

・ 海外とのコンテナ物流情報の可視化を推進するため、日中韓による北

東アジア物流情報サービスネットワーク（NEAL-NET）について、対象

港湾及び共有情報（コンテナのゲートイン・ゲートアウト、船積み・船卸

し日時）の拡大を図るとともに、ユーザーへのサービス提供を開始する。

また、EU、ASEAN 諸国等との物流情報システムの相互連携を検討す

る。 

③ コンテナターミナルゲートオープン時間の拡大 

・ コンテナターミナルゲートオープン時間の早朝・夜間への拡大や２４時

間化について、製造業の生産・出荷体制に応じたニーズ・需要等を踏

まえながら、荷主等へのサービス強化の観点から港湾運営の一環とし

て取り組む。 

 

３－３）コンテナ船の大型化、取扱貨物量の増大等への対応 

スケールメリット追求のためコンテナ船の大型化が益々進展する中、

欧州航路においては、１４，０００ＴＥＵ超級が、北米航路においては、カ

スケード現象の進展も踏まえ１０，０００ＴＥＵ級が、今後それぞれ主流と

なることが予想される。また、コンテナ取扱貨物量がアジアを中心に増大
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しており、我が国港湾の機能不足が将来においても国際物流の支障とな

らないよう、十分な対応が必要である。 

 

＜取組施策＞ 

○ 高規格コンテナターミナルの整備 

・ 国際コンテナ戦略港湾において、水深１６ｍの耐震強化岸壁、奥行き５

００ｍ以上の液状化防止対策ヤード、免震機能付ガントリークレーン等

を有する高規格コンテナターミナルの着実な整備を進め、コンテナター

ミナル全体の効率的運営を実現する。 

・ 港湾運営会社の民間ノウハウを活かし、コンテナ搬出入の迅速化に資

する立体格納庫やＡＧＶの導入、荷役機械（トランスファークレーン）の遠隔操

作化等によるコンテナターミナルの抜本的な高度化に向け取り組む。 

 

３－４）戦略的な港湾運営 

国際コンテナ戦略港湾選定時には想定できなかった海運・港湾を取

り巻く状況の変化に的確に対応し、基幹航路の維持・拡大という国際コン

テナ戦略港湾政策の目的を達成するためには、これまで以上に港湾コ

ストを低減し、リードタイムの短縮化を図りながら、より広域から大量に貨

物を集約する必要があり、これを迅速な意思決定の下に実行していかな

ければならない。 

しかしながら、「民間出資」は、民間の資本参加により経営をチェック

するという企業ガバナンスの確保としては非常に有効ではあるが、その

規模として一律に「３割」を求めることは、利益還元を求める民間資本の

性格からすると、上記状況の変化に対応して更なる港湾コストの低減を

図ろうとする際に障害となる。 

また、国際コンテナ戦略港湾が極めて広い背後圏を有する広域・国

際インフラであることから、基幹航路のコンテナ船寄港維持に必要な広

域からの貨物集約など、全国的見地から取り組むべき課題の解決に向

けて強力に取り組む体制を整備するとともに、コンテナ船の寄港コストの

低減に資するような設備投資を行うことも必要である。 
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さらに、大規模地震等の災害発生時にも機能不全に陥らないよう、広

域的な復旧・復興体制や物流の代替性の確保についても留意しておく

必要がある。 

 

＜取組施策＞ 

① 統合する港湾運営会社の体制のあり方 

・ 統合した港湾運営会社への国の出資制度の創設により、国、港湾管理

者、民間事業者による協働体制を構築しうる出資構成を実現するととも

に、会社の財務基盤の強化を通じて設備投資を促進する。 

・ 国がコンテナターミナルを港湾運営会社に低廉に貸し付けることによる

利用者に対するコストメリットを“見える化”する措置について検討する。 

 

② 今後の広域的な港湾運営・管理のあり方 

・ 国際コンテナ戦略港湾をはじめとして我が国港湾の更なる国際競争力

の強化の観点から、引き続き、広域的な港湾運営・管理のあり方につい

て検討する。 
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